
向田会計／YMS情報局
令和元年11月

号

第219号

群馬県桐生市末広町6-10 MSﾋﾞﾙ２F

Tel 0277（45）2160 Fax 0277（45）2161

http：//www.mukaida-kaikei.co.jp

～顧問先のご紹介～ ゆはし医院 医院長 湯橋一仁 様

令和元年10月10日（木）赤城カントリー倶楽部にて、第６１回向田会ゴルフコン

ペを開催しました。秋晴れの中、総勢３２名のご参加をいただき、楽しくラウンド

できました。 プレー後は市民文化会館二階レストラン織姫で表彰式及びパー

ティを行い、昼間の珍プレー好プレー話に花が咲きました。お忙しい所、ご参加

いただきました皆様、誠にありがとうございました。 優勝者：小金沢 啓人様

第６１回向田会ゴルフコンペ

足利市大町１２－２ ☎0284-40-1500
専門は内科・消化器内科であり、なかでも肝疾患

の診療を中心に携わってきました。

これまでの診療経験を生かし、地域の皆様の健康的な

生活と病気の早期発見に貢献できるよう精一杯努める

所存です。どうぞよろしくお願いします。

医院長 湯橋一仁

【診療科目】 内科・消化器内科

【診療時間】 ９：００～１２：３０

１５：００～１９：００

【休診日】 木曜・土曜午後

日曜・祝日

～『足利診療所』は『ゆはし医院』として再出発いたします～

一定の条件をクリアした事業所が設備等を取得した場合、即時償却または取

得価格の10％の税額控除ができる中小企業経営強化税制は、中小企業の経

営を支援する目的から作られました。

条件クリアは難しいことではありませんが、内容が多岐にわたるので、一番身

近な新たに機械を取得した場合でざっくりとご説明いたします。

【制度を受けるための条件および概要】

【原則的なタイムスケジュール】

①青色申告の中小企業者（資本金1億円以下）

②経営力向上計画を作成し、中小企業等経営強化法の認定を受ける

③取得予定の機械（中古不可）は、生産性が旧モデルと比べ年平均1％

以上向上するもの

④計画の申請、設備の取得、事業の用に供するのは同じ事業年度内

⑤平成２９年４月１日から令和３年３月３１日まで

生産性向上設備の取得で同様の措置が受けられた

後継の制度になります。前回との大きな違いは、経済産業省へ

計画を提出する必要があることです。

【対象となる設備～工業会等から証明書を取得～】

【税制措置】

既存の設備だけでなく独自に開発・作成等した設備も対象となります。その場合、

年平均の投資利益率が5％以上となる投資計画を経済産業省に認定してもらう必

要があります。これらは、前述が『A類型：生産性向上設備』と呼ばれるのに対し『B

類型：収益力強化設備』と呼ばれています。

計画自体はさほど難しいものではありませんし、商工会等でも助言をしてく

れます。新規設備をお考えの方は、利用しない手はありません。ざっくりと

した説明ですので詳細は担当までご確認ください。 ～経済産業省HPより～

中小企業の設備取得を後押し


